
 

株式会社オプトピア行動計画 

  

 

 全ての社員がその能力を十分に発揮できるような雇用環境の整備を行うとともに、次世代

育成支援について地域に貢献する企業となるため、次のように行動計画を策定する。 

 

 

１ 計画期間  平成 24 年 10 月 1 日～平成 29年 9 月 30 日 

 

 

２ 内容 

 

 

＜対策＞ 

平成 24 年 10 月～ 

現在、子 1 人につき 5 日（うち 2 日は有給）を付与している子の看護休暇制度につい

て、利用促進を図るため、時間単位での取得、有給日数の拡大等を行うことによる業務

上の影響を調査、分析し、具体的対策の検討を行う。 

 

平成 29 年 8 月～ 

新制度を施行し、社内に周知、啓発を行う。 

 

 

 

 

 

 

平成２４年８月３０日     

株式会社 オプトピア    

代表取締役 井上武久   

 

目標 子の看護休暇制度の拡充 


